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自己株式取得に係る事項の決定及び 

「ESG 自己株式取得」に関するお知らせ 

（会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 459条第１項及び当社定款第 38条第３項の規定に基

づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

環境・社会に対する還元を念頭に、株主還元の充実、資本効率の向上及び経営環境に応じた機動的

な資本政策の遂行を可能とするため 

 

２．取得に係る事項の決定 

（１）取得対象株式の種類  普通株式 

（２）取得する株式の総数  1,500,000株（上限） 

    （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.39％） 

（３）株式の取得価額の総額 50億円（上限） 

（４）取得期間   2024年７月 30日～2025年３月 31日 

（５）取得の方法   東京証券取引所における市場買付 

 

（ご参考）2024年７月 29日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 62,846,689株 

自己株式数     153,311株 

 

３．「ESG自己株式取得」の採用について 

本自己株式取得は、近年、欧州企業を中心に採用されている「ESG自己株式取得（以下「本スキー

ム」という。）」となります。 

当社では、株主の皆様に対する「利益配分」と持続的成長による「企業価値向上」を経営の最重要

課題と考えており、生活必需品の中間流通を担う社会インフラとしての財務健全性を前提として、

「株主様への還元の充実」と「持続的成長に向けた投資」のバランスを重視した利益配分を行う方針 



 

としております。本スキームを活用することにより、「株主への還元を目的とする自己株式取得」と

「持続的成長による企業価値向上を目的とする資金拠出（ESG活動に対する資金拠出）」の両立を目

指してまいります。本スキームの仕組みについては、後述の「ESG自己株式取得の概要」をご参照

ください。 

 

４．ESG自己株式取得の概要 

本スキームは、当社が自己株式取得を実施する際、それと関連付ける形で、当社のESG関連プロ

ジェクトに資金を拠出する取り組みです。「株主還元策としての自己株式取得」と「ESGへの取り組

みとしての資金拠出」の両立を企図した新しい取り組みであり、その概要は以下のとおりです。 

 

➢ 当社は、自己株式取得の実施と共に、その一環として、当社のESG関連プロジェクトに対する

資金の負担を決定します（※1）。 

➢ 一方で、株主還元の縮減とならないよう、ESG還元策に拠出する資金（以下「ESG拠出金」と

いう。）は、自己株式の市場買付において生じることが期待されるアウトパフォーマンス相当

額を上限とします（※2）。 

 

（※１）：後述の「当社が取り組むESG 関連プロジェクトの概要」をご参照ください。 

（※２）：買付期間における株価（終日VWAP 値）の単純平均値をベンチマークとして、立会内市場での買付

価格（加重平均価格）が当該ベンチマークよりも安い価格となった場合（ベンチマークよりも安く

買付ができた場合）には、その差額（以下「アウトパフォーマンス」という。）を上限として、ESG

還元策に資金を拠出します。なお、自己株式の立会内市場での買付は、本スキームのエージェント

である野村證券株式会社が提供する取引一任サービスを通じて行われ、期待されるアウトパフォー

マンスの有無や程度については、市場環境や当該取引一任サービスにおける買付内容に依拠します。 

 

５．当社が取り組むESG関連プロジェクトの概要（※3） 

当社は、今世紀末までの気温上昇２℃未満実現に貢献するため、Scope１・２のCO２排出量について

「2030年度に2020年度比50％削減」「2050年度に実質ゼロ」の目標を設定するとともに、2050年カーボ

ンニュートラルと社会変革を見据えて産学官がＧＸに挑戦する「GXリーグ」に参画し、CO２排出量削

減の取り組みを推進しております。 

Scope１・２においては、物流センターの電力使用による排出が大半を占めていますが、商品出荷を止

めることはできないため、電力使用量を大幅に減らせないなかで排出削減を実現する必要があり、再エ

ネを「創る」「買う」施策を中心に、目標達成に向けた取り組みを進めております。具体的には、太陽

光発電システムを設置可能な物流センターの屋上へ順次設置するとともに、「環境証書」の購入や、再

エネ電力プランへの切り替えによる再エネ電力の調達を計画しております。本スキームにおいて生じる

ESG拠出金は、これら活動のうち、主として太陽光発電システムの設置や「環境証書」の購入費用等に

充当し、CO２排出量に関する目標達成に向けた取り組みの促進につなげていく予定です。 

 当社は、今後も生活必需品を取り扱う中間流通業として、サプライチェーンを構成するパートナーの

皆様とともに、人々の豊かで快適な生活の実現に向けて、邁進してまいります。 

 

（※3）：CO２排出量削減に関する具体的な取組みについては、有価証券報告書のほか、当社ウェブサイト

（https://www.paltac.co.jp/attitude/environment/index.html）に掲載しておりますのでご参照ください。 

以 上 
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